
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
の
加
入
が
義
務
化

　

近
年
増
加
し
て
い
る
自
転
車
利
用
者

の
責
任
に
よ
る
高
額
賠
償
の
加
害
者
と

な
っ
た
人
の
賠
償
責
任
の
補
償
や
被
害

者
の
経
済
的
救
済
を
図
る
た
め
、
愛
媛

県
で
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
自
転

車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
の
加
入
が
義
務

化
さ
れ
ま
し
た
。

　

自
転
車
を
利
用
し
て
い
る
人
は
自
転

車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
加
入
し
て
く
だ

さ
い
。

　

自
転
車
事
故
に
備
え
る
保
険
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
現
在
加
入
し

て
い
る
保
険
で
補
償
の
適
用
と
な
っ
て

い
る
場
合
や
、
現
在
加
入
し
て
い
る
保

険
に
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
付
加
す
れ
ば

補
償
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

自
転
車
賠
償
保
険
等
の
種
類
な
ど
の

詳
細
は
、
保
険
代
理
店
や
自
転
車
販
売

店
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

市
で
は
自
転
車
保
険
の
受
け
付
け
や

取
り
扱
い
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

復
興
支
援
課
活
力
創
造
係

☎
�
９
９
８
９

第3２回　わらじで歩こう坂本龍
り ょ う ま

馬脱藩の道
　今年は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、例年開催し
ていた前夜祭を中止とします。さ
らに、「わらじで歩こう坂本龍馬
脱藩の道」の募集定員を100人減
らし、規模を縮小して開催します。
　幕末の志士坂本龍馬が脱藩した
時に通った河辺の山道を歩きなが
ら、近代日本の礎

いしづえ

となった龍馬の
足跡をしのびませんか。

【日　時】 9 月27日㈰　午前 8 時30分～
【場　所】河辺ふるさと公園集合
【コース】Ａコース　脱藩の道オンリーコース
　　　　　Ｂコース　浪漫八橋と脱藩の道コース
【定　員】200人（Aコース70人　Bコース130人）

Information pick up

【参加費】2,000円（弁当、記念品、保険などを含む）
【主　催】大洲市・河辺坂本龍馬脱藩の道保存会
【申込締切日】 8 月31日㈪

【問い合わせ先】河辺支所地域振興課　☎39－2111

愛媛県では令和 2 年 4 月 1 日から自転車
損害賠償保険等への加入が義務化されま
した。（愛媛県自転車の安全な利用の促進
に関する条例の一部改正）

自転車利用者の責任による高額賠償が増え
ていて、加害者となった人の賠償責任の補
償や被害者の経済的救済を図るためです。

自転車を利用している人へ

Q　なぜ義務化されたのか

Q　ポイントは

・自転車貸付事業者

・自転車小売業者
・ 自転車通勤する従業員が

いる事業者

・学校など

借受人に対する貸付自転車の自転車損
害賠償保険等の情報提供

児童・生徒や保護者に対する自転車損
害賠償保険等の情報提供

・ 自転車損害賠償保険等への加入の有
無の確認

・未加入者や不明者への情報提供

・自転車利用者
・未成年者の保護者
・自転車を事業で使用する事業者
・自転車貸付事業者

自転車保険等への加入の確認や情報提供（努力義務）

自転車損害賠償保険等への加入（義務） 自転車が関係する交通事故によ
り生じた損害（他人の生命、身
体又は財産）を補償するための
自転車損害賠償保険等に加入し
なければなりません。
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令和 ２ 年度自衛官などの募集案内について

注）資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。また、応募資格年齢の起算日は、募集項目ごとに異なっていますので、
　　それぞれの募集要項で確認してください。
※ 1  　令和 2 年度の募集人員については、決定次第、自衛官募集ホームページなどでお知らせします。
※ 2  　令和 3 年 3 月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、原則として 9 月16日㈬以降に行います。
【問い合わせ先】
自衛隊愛媛地方協力本部　大洲地域事務所　大洲市大洲678－1　旧大洲市立図書館 2 階（大洲小学校前）　☎24－4123
自衛官募集ホームページ　http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

募　集　種　目 資　　　格 受　付　期　間 試　験　期　日

高
等
学
校
・
専
門
学
校
・
一
般

航   空   学   生　 ※ 1
高卒（見込みを含む）で
　（空）21歳未満
　（海）23歳未満の人

9 月10日㈭まで 9 月22日㈫

一 般 曹 候 補 生　 ※ 1
18歳以上33歳未満の人

9 月10日㈭まで 9 月18日㈮～20日㈰
※いずれか 1 日を指定

自 衛 官 候 補 生
※ 1

男　性 年間を通じて受け付け 受付時にお知らせします※ 2女　性

防衛大学校学生
※ 1

推薦（学校長）

高卒（見込みを含む）で
21歳未満の人

9 月 5 日㈯～11日㈮
9 月26日㈯・27日㈰

総 合 選 抜 9 月26日㈯

一 　 般 10月22日㈭まで 11月 7 日㈯・ 8 日㈰

防衛医科大学校
※ 1

医学科学生 10月 7 日㈬まで 10月24日㈯・25日㈰

看護学科学生 10月 1 日㈭まで 10月17日㈯
中
学
生
な
ど

高等工科学校生徒
※ 1

推薦（学校長）
中卒（見込みを含む）で
17歳未満の男性

11月 1 日㈰～30日㈪ 令和 3 年 1 月10日㈰～11日㈪
※いずれか1日を指定

一 　 般 11月 1 日㈰
～令和 3 年 1 月 6 日㈬ 令和 3 年 1 月23日㈯

　養護老人ホーム大洲市清和園（第一種社会福
祉事業）の管理などを行う指定管理者を募集し
ます。対象となるのは、募集要件を満たす社会
福祉法人です。応募に当たっては、申請書類な
どの提出が必要です。
　施設概要や募集要項などの詳細については、
市公式ホームページまたは問い合わせ先までご
確認ください。
【施設名称】
養護老人ホーム大洲市清和園
【所在地】
大洲市市木1218番地
【指定管理開始予定】
令和 3 年 4 月 1 日㈭
【応募期間】

9 月 1 日㈫～15日㈫
【問い合わせ先】
高齢福祉課地域支援係　☎24－1714

　樫
かし

谷
だに

棚田のある旧白滝村地域が 5 月20日㈬、
棚田地域振興法に基づく指定棚田地域に指定を
受けました。
　樫谷棚田では、高齢化や担い手不足の中、保
存会が中心となり、オーナー制度など棚田を守
る活動に積極的に取り組んでいます。
　今年の田植祭は、
新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め、中止となりまし
たが、秋の収穫祭に
向 け て、 保 存 会 が
オーナー田の田植えをはじめ栽培管理を行って
います。
　保存会では、例年 1月から 2 月までの間、オーナー
を募集しています。みなさんもオーナーになり、美
しい棚田の景観を守る活動に参加してみませんか。

【問い合わせ先】
農林水産課農業振興係　☎24－1727

指定管理者募集 指定棚田地域の指定
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国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
み
な
さ
ま
へ

医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
場
合

高
額
な
医
療
費
を
払
っ
た
場
合

�

認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て������������������������������

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」・「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、

医
療
機
関
な
ど
で
の
窓
口
負
担
を
自
己

負
担
限
度
額
に
抑
え
る
た
め
の
証
で
す
。

　

現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
は
、
７

月
31
日
㈮
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
更
新
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

過
去
１
年
間
の
認
定
証
交
付
者
へ
、

７
月
中
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
利
用
す
る
場
合
は
、
更

新
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

▽
申
請
書
▽
認
め
印
▽
保
険
証

▽ 

過
去
１
年
間
の
入
院
日
数
が
90
日
を

越
え
て
い
る
場
合
は
、
入
院
日
数
が

わ
か
る
保
険
医
療
機
関
の
証
明
書
・

領
収
書

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド（
ま
た
は
通
知
書
）

【
受
付
開
始
日
】

８
月
３
日
㈪

※ 

８
月
中
の
申
請
で
あ
れ
ば
、
８
月
１

日
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

　

各
証
の
交
付
区
分
は
、
令
和
元
年
中

の
所
得
に
基
づ
い
て
判
定
し
ま
す
。

　

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
の
う
ち
、

所
得
要
件
に
よ
り
認
定
証
を
交
付
で
き

な
い
人
に
は
更
新
案
内
を
送
付
し
ま
せ

ん
。

　

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る

と
、
認
定
証
を
交
付
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

�

高
額
療
養
費
の
申
請
に
つ
い
て������������������������������

　

高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
国
民
健
康

保
険
の
加
入
者
で
、
ひ
と
月
に
支
払
っ

た
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
と
き
、
申
請
す
る
と
、
超
え
た
分
が

支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

該
当
す
る
人
に
は
、
診
療
月
の
２
カ

月
以
降
に
、
ご
自
宅
へ
「
高
額
療
養
費

支
給
申
請
書
」
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

▽
申
請
書

▽
医
療
機
関
の
領
収
書

▽
認
め
印

▽ 

振
込
口
座
（
原
則
と
し
て
世
帯
主
）

の
わ
か
る
も
の

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド（
ま
た
は
通
知
書
）

【
注
意
事
項
】

　

認
定
証
を
使
用
し
て
い
て
も
、
高
額

療
養
費
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
領
収
書
は
一
定
期
間
保
管
す

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
年
金
課
国
保
係　

☎
㉔
１
７
１
３

長
浜
支
所　
　
　
　
　

☎
�
１
１
１
３

肱
川
支
所　
　
　
　
　

☎
34
２
３
１
１

河
辺
支
所　
　
　
　
　

☎
39
２
１
１
１

国
民
年
金
付
加
年
金

制
度
の
お
知
ら
せ

�

付
加
年
金
制
度
と
は������������������������

　

国
民
年
金
の
一
般
保
険
料
に
加
え
て

付
加
保
険
料
（
月
々
４
０
０
円
）
を
納

め
る
と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年

金
に
年
間
「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料

納
付
月
数
」
が
毎
年
上
乗
せ
さ
れ
る
制

度
で
す
。

【
加
入
で
き
る
人
】

▽ 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

　
（ 

た
だ
し
、保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
・

学
生
納
付
特
例
を
受
け
て
い
る
人
、

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る

人
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
）

▽ 

国
民
年
金
任
意
加
入
者

　
（
65
歳
以
上
の
人
を
除
く
）

【
手
続
き
方
法
】

　

年
金
手
帳
・
認
め
印
を
持
参
の
う
え
、

保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
申
し
出
た
月
か

ら
納
付
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
年
金
課
年
金
係　

☎
㉔
１
７
１
３

長
浜
支
所　
　
　
　
　

☎
�
１
１
１
４

肱
川
支
所　
　
　
　
　

☎
34
２
３
１
１

河
辺
支
所　
　
　
　
　

☎
39
２
１
１
１

児
童
扶
養
手
当
現
況
届

に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

（
全
部
支
給
停
止
の
人
を
含
む
）
は
、

受
給
資
格
確
認
の
た
め
、
毎
年
８
月
に

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
現
況
届

を
提
出
し
な
い
場
合
は
、
手
当
の
支
給

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
該
当
者
に
は

別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
必
ず
本

人
が
期
間
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
未
提
出
の
ま
ま
２
年
間
が
経

過
す
る
と
、
受
給
権
が
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

子
育
て
支
援
課
子
ど
も
相
談
係

　
　
　
　
　
　

☎
㉔
５
７
１
８

長
浜
支
所　
　

☎
�
１
１
１
４

肱
川
支
所　
　

☎
34
２
３
１
１

河
辺
支
所　
　

☎
39
２
１
１
１
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き
れ
い
な
川
と
海
を
守
る
た
め
に

　

家
庭
の
雑
排
水
を
そ
の
ま
ま
水
路
な

ど
に
流
す
と
、
悪
臭
の
原
因
に
な
る
だ

け
で
な
く
、
水
路
や
河
川
、
海
に
す
む

生
き
物
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
態
が
続
け
ば
、
生
態

系
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
や
が
て
私
た

ち
も
健
康
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
困

難
に
な
り
ま
す
。

　

雑
排
水
は
生
活
す
る
う
え
で
ど
う
し

て
も
出
て
き
ま
す
の
で
、
適
正
な
方
法

で
排
出
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
適
正
な
排
出
方
法
と
は
】

　

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
施
設

へ
の
接
続
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
こ
と
で
、
雑
排
水
を
水
路
な
ど
に

直
接
垂
れ
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

【
公
共
下
水
道
な
ど
の
し
く
み
】

　

公
共
下
水
道
の
終
末
処
理
場
や
農
業

集
落
排
水
施
設
、合
併
処
理
浄
化
槽
は
、

微
生
物
な
ど
の
力
を
借
り
て
、
汚
水
を

き
れ
い
な
水
に
し
て
い
ま
す
。

　

微
生
物
が
処
理
で
き
な
い
調
理
く
ず

や
天
ぷ
ら
油
な
ど
の
油
脂
類
は
排
水
口

に
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
後
世
の
た
め
に
】

　

人
間
は
自
分
た
ち
の
力
だ
け
で
は
生

き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
然

の
力
を
回
復
さ
せ
、
生
き
物
に
と
っ
て

す
み
や
す
い
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

掛
け
替
え
の
な
い
自
然
を
後
世
に
残

す
た
め
、
公
共
下
水
道
な
ど
に
早
め
に

接
続
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

下
水
道
課
管
理
係　

☎
㉔
１
７
２
０

汚れのもと 必要な水量

天ぷら油（使用済み） 20 mL 20 杯

みそ汁（じゃがいも） 180 mL 4.7 杯

ビール 180 mL 10 杯

米のとぎ汁（ 1 回目） 500 mL 4 杯

台所用洗剤（ 1 回分） 4.5 mL 0.67 杯

汚れた水を、魚が
すめる水質にする
には、これだけの
水の量が必要だよ

（浴槽 1杯：300Lとして）

出典：環境省「生活排水読本」より抜粋
下水道マスコットキャラクター

「スイスイ」

ごみの適正な分別・排出にご協力ください
　ごみの分別ができていなかったり、指定日以外に
出す人が見受けられます。

▽ 今一度、ごみの分別表とごみ出しカレンダーを確
認していただき、以下のことを守ってください。

　①大洲市指定のごみ袋を使用してください。
　②ごみ袋の口をしっかりと結んでください。
　③ ごみは、収集日当日に出してください。さらに、

8 時までに出してください。
▽ 生ごみの水分を切って出してください。
　 生ごみは80％が水分です。水分が少ないほど、燃

やすためのエネルギーが少量で済み、経費削減に
つながります。

▽ 食材は必要な量だけを買い、買った食材は使い切
り、食品ロス削減に努めましょう。

▽ 食品トレイのうち発泡トレイでないもの、食用油
ボトル、シャンプーボトルなどは「もやすごみ」
です。

▽ 紙類は、「もやすごみ」ではありません。分別して
資源ごみとして出してください。

【 3 Rでごみを減らそう】
　「 3 R」とは、ごみ減量のための 3 つのRではじま
る取り組みのことです。
▽Reduce（リデュース）ごみを減らす。
　無駄なごみの量を少なくしましょう。
▽Reuse（リユース）繰り返し使う。
　ものをごみとせず、大切に使いましょう。
▽Recycle（リサイクル）再生利用する。
　 分別し、資源として排出すれば、また新たな製品

として生まれ変わります。
※ 買い物にはマイバッグを持参しましょう。（ 7 月 1

日からレジ袋有料化が始まりました）

【問い合わせ先】
市民生活課生活衛生係　☎24－1710
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「
ペ
ッ
ト
の
飼
い
方
と
犬
・
猫
の
引
き
取
り
」
に
つ
い
て

　

近
年
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
犬

や
猫
を
飼
う
人
が
増
加
し
、
市
へ
犬
や

猫
に
関
す
る
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
犬
や
猫
な
ど
を
飼
育
し
て
い

る
人
は
、
他
人
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
適
正
な
飼
育
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

　

特
に
、「
可
愛
い
か
ら
」・「
可
哀
そ

う
だ
か
ら
」
と
所
有
者
不
明
の
猫
（
野

良
猫
）
に
安
易
に
エ
サ
を
与
え
て
い
ま

せ
ん
か
。
そ
の
結
果
、
所
有
者
不
明
の

猫
（
野
良
猫
）
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
、

ふ
ん
や
鳴
き
声
な
ど
の
問
題
も
起
こ
り

ま
す
。
地
域
や
動
物
の
た
め
に
も
、
飼

い
方
や
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

昨
年
６
月
に
「
動
物
の
愛
護
及
び
管

理
に
関
す
る
法
律
」（
動
物
愛
護
管
理

法
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
今
年
の
６

月
か
ら
段
階
的
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
概
要
の
一
部
を
記
載
し

ま
す
が
、
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

環
境
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
自
然
環

境
・
生
物
多
様
性
」
の
「
動
物
の
愛
護

と
管
理
」
の
「
動
物
愛
護
管
理
法
」
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

�

動
物
の
所
有
者
等
が
遵
守
す
べ
き
責

務
を
明
確
化
（
法
第
７
条
関
係
）

　

動
物
の
所
有
者
な
ど
が
遵
守
す
る
責

務
が
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
「
家
庭
動

物
等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基

準
」
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。

飼
い
主
と
し
て
動
物
の
生
態
や
習
性
な

ど
を
理
解
し
、
愛
情
を
も
っ
て
動
物
が

命
を
終
え
る
ま
で
適
切
に
飼
育
す
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

�

犬
・
猫
の
繁
殖
制
限
の
義
務
化

（
法
第
37
条
関
係
）

　

犬
・
猫
の
所
有
者
は
、
動
物
が
み
だ

り
に
繁
殖
し
、
適
正
な
飼
育
が
困
難
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
繁
殖
防

止
の
た
め
に
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術

な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

動
物
の
殺
傷
や
虐
待
な
ど
に
対
し
て

の
厳
罰
化
（
法
第
44
条
関
係
）

〔�

愛
護
動
物
を
み
だ
り
に
殺
し
、
又
は

傷
つ
け
た
者
〕

五
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
百
万
円
以
下

の
罰
金

〔�

愛
護
動
物
を
み
だ
り
に
虐
待
し
た

者
〕

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金

〔
愛
護
動
物
を
遺
棄
し
た
者
〕

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金  

【�

飼
い
犬
・
飼
い
猫
の
引
き
取
り
に
つ

い
て
】

　

飼
い
主
は
、
犬
・
猫
が
そ
の
命
を
終

え
る
ま
で
適
切
に
飼
養
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

飼
い
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た

場
合
は
、
本
当
に
無
理
か
ど
う
か
家
族

や
知
人
な
ど
と
も
う
一
度
相
談
し
て
、

飼
い
主
の
責
任
と
し
て
新
た
な
飼
い
主

を
探
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
う
え
で
、
ど
う
し
て
も
飼
い
主

が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
、
市
民
生
活

課
ま
た
は
各
支
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る
場

合
、
そ
の
引
き
取
り
を
拒
否
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▽ 

引
き
取
り
を
繰
り
返
し
求
め
ら
れ
た

場
合

▽ 

不
妊
去
勢
手
術
な
ど
の
繁
殖
制
限
措

置
へ
の
指
示
に
従
っ
て
い
な
い
場
合

▽ 

老
齢
ま
た
は
疾
病
を
理
由
と
す
る
場

合
▽ 

譲
渡
先
を
見
つ
け
る
た
め
の
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

【�

所
有
者
不
明
の
猫
の
引
き
取
り
は
で

き
ま
せ
ん
】

　

飼
い
主
の
い
な
い
猫
は
、
事
故
や
疾

病
な
ど
に
よ
り
保
護
の
必
要
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
引
き
取
り
が
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
生
活
課
生
活
衛
生
係

 

☎
㉔
１
７
１
０

長
浜
支
所 

☎
�
１
１
１
３

肱
川
支
所 

☎
34
２
３
１
１

河
辺
支
所 

☎
39
２
１
１
１
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肱
川
風
の
博
物
館
・
歌
麿
館
で
募
集

し
て
い
ま
し
た
第
19
回
「
版
画
絵
は
が

き
コ
ン
テ
ス
ト
」
は
、
全
６
９
４
点
の

応
募
が
あ
り
全
て
の
作
品
を
展
示
し
て

い
ま
す
。
展
示
期
間
を
延
長
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
作
者
の
思
い

が
詰
ま
っ
た
作
品
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
変
更
内
容
】

（
変
更
前
）

３
月
14
日
㈯
〜
６
月
22
日
㈪

（
変
更
後
）

３
月
14
日
㈯
〜
８
月
30
日
㈰

第
19
回
「
版
画
絵
は
が
き
コ
ン
テ
ス
ト
」
作
品
展

の
展
示
に
つ
い
て
（
期
間
延
長
）

【
場　

所
】

大
洲
市
立
肱
川
風
の
博
物
館

１
階　

展
示
場

【
入
館
料
】
有
料

【
定
休
日
】

毎
週
火
曜
日

【
開
館
時
間
】

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
入
館
受
付　

午
後
４
時
30
分
ま
で
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

風
の
博
物
館
・
歌
麿
館

☎
34
２
１
８
１

電気器具の安全な取り扱い
　長年お使いの家電製品に不具合はありませんか。
ご家庭で正しくお使いですか。
　現在は、私たちの身近になった家電製品ですが、
使い方を誤れば思わぬけがや火災につながる恐れが
あります。家電製品を使用する場合は次のことに注
意しましょう。

【家電製品に関する全般的な注意事項】
▽ 安易に自分で分解し修

理しない
▽ 不安定な場所や熱に弱

い敷物の上では使用し
ない

▽ 製品に異常な音、振動、
臭い、発熱などの不具
合を見つけたらすぐに
使用を中止し、メーカ
ーや販売店に相談する

▽ 使用する前には取扱説明書をよく読んでから使用
する

【�電源コード・電源プラグの取り扱いに関する注意事項】
▽ 濡れた手でプラグやコ

ンセントを触らない
▽ コードを束ねたり、ねじ

れた状態で使用しない
▽ コンセントは、こまめ

に掃除をする
▽ 差し込みプラグを抜く

ときはコード部分を持
って引っ張らないでプ
ラグ本体を持つように
する

▽ コードが家具などの下敷きになったり、押し付け
などにより傷ついたりしないようにする

　自分の身の回りの電気器具の使用方法や状態をも
う一度見直してみましょう。もしかすると危険が潜
んでいるかもしれません。
【問い合わせ先】
大洲消防署本署　☎24－0119
　　　長浜支署　☎52－0119　川上支署　☎34－2851
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自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
が
始
ま
り
ま
す

【
令
和
２
年
７
月
10
日
㈮
開
始
】

Ｑ�

：
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
と

は
、
ど
の
よ
う
な
制
度
で
す
か
。

Ａ�

：
遺
言
者
が
作
成
し
た
自
筆
証

書
遺
言
書
を
遺
言
者
の
住
所
地
や

本
籍
地
、
遺
言
者
が
所
有
す
る
不

動
産
の
所
在
地
の
い
ず
れ
か
を
管

轄
す
る
遺
言
書
保
管
所
（
愛
媛
県

内
で
は
、
松
山
地
方
法
務
局
お
よ

び
各
支
局
）
で
保
管
す
る
制
度
で

す
。

Ｑ��

：
な
ぜ
こ
の
制
度
が
必
要
な
の

で
す
か
。

Ａ�

：
遺
言
は
、
相
続
を
め
ぐ
る
紛

争
を
防
止
す
る
た
め
に
有
用
な
手

段
で
す
。
そ
し
て
、
自
筆
証
書
遺

言
は
、
自
書
で
き
れ
ば
遺
言
者
本

人
の
み
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、

手
軽
で
自
由
度
が
高
い
も
の
で

す
。
し
か
し
、
遺
言
者
本
人
の
死

亡
後
、
相
続
人
な
ど
に
発
見
さ
れ

な
か
っ
た
り
、
一
部
の
相
続
人
な

ど
に
よ
り
改
ざ
ん
さ
れ
る
な
ど
の

【
問
い
合
わ
せ
先
】

〒
７
９
０
・
８
５
０
５

松
山
市
宮
田
町
１
８
８
番
地
６

松
山
地
方
法
務
局
供
託
課

☎
０
８
９
（
９
３
２
）
０
８
８
８

松
山
法
務
局
大
洲
支
局

☎
50
５
０
５
５

【
法
務
省
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/M

IN
JI/

m
inji03_00051.htm

l

お
そ
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
 

こ
の
自
筆
証
書
遺
言
の
メ
リ
ッ
ト

を
い
か
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
問
題
点

を
解
消
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、

本
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

Ｑ��

：
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
の

申
請
手
数
料
は
い
く
ら
で
す
か
。

Ａ�

：
自
筆
証
書
遺
言
書
１
通
に
つ

き
３
９
０
０
円
で
す
。

Ｑ��

：
自
筆
証
書
遺
言
書
の
書
き
方

を
教
え
て
く
れ
ま
す
か
。

Ａ�

：
自
筆
証
書
遺
言
書
の
作
成
に
関

す
る
ご
相
談
に
は
一
切
応
じ
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、
ご
自
身
で
作
成
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
様
式

の
注
意
事
項
に
つ
い
て
は
、
左
記

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

よくある質問

　再就職を希望する人を対象に、新たな技能・
技術および専門知識を身につけるため、当セン
ターを会場に職業訓練を実施していて、令和 2
年度10月期生を募集中です。
【募集科名】
▽機械ＣＡＤ／ＮＣ科
▽溶接ものづくり科
▽電気設備技術科
▽住宅・福祉リフォーム科
【訓練期間】

6 カ月（令和 2 年10月 2 日～）
【募集期間】
令和 2 年 7 月27日～ 9 月 2 日
【受講対象者】
雇用保険受給資格者などの求職者の人でハロー
ワークの受講指示・推薦を受けられる人
【受講料】
無料（教科書、作業服などの自己負担あり）

【問い合わせ先】
ポリテクセンター愛媛　松山市西垣生町2184
☎089－972－0329 ︵訓練課︶

　放送大学は、テレビ・インターネットで授業
を行う通信制の大学です。働きながら大学を卒
業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな
目的で、幅広い世代の人が学んでいます。
　ただいま2020年10月入学生を募集しています。
詳しい資料を送付しますので、お気軽にお問い
合わせください。
【募集学生の種類】
▽教養学部
　科目履修生（ 6 カ月在学し、希望する科目を履修）
　選科履修生（ 1 年間在学し、希望する科目を履修）
　全科履修生（ 4 年以上在学し、卒業を目指す）
▽大学院
　修士科目生（ 6 カ月在学し、希望する科目を履修）
　修士選科生（ 1 年間在学し、希望する科目を履修）
【出願期間】

6 月10日～ 8 月31日、9 月 1 日～ 15日
（インターネット出願も受け付けています）
【資料請求（無料）・問い合わせ先】
〒790－0826　放送大学愛媛学習センター
☎089－923－8544
放送大学ホームページ　https://www.ouj.ac.jp

ポリテクセンター愛媛　10月期生募集放送大学入学生募集
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